
   厚木市地域集会施設建設費等補助金交付要綱  

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、地域住民の福祉の向上の場となる地域集会施設の建設

等の事業を実施しようとする自治会（複数の自治会で構成される団体を含

む。以下同じ。）に対し、予算の範囲内において厚木市地域集会施設建設

費等補助金（以下「補助金」という。）を交付することについて、厚木市

補助金等交付規則（昭和45年厚木市規則第５号）に定めるもののほか、必

要な事項を定めるものとする。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定

めるところによる。 

 (1) 地域集会施設 自治会が所有し、又は借り受けて管理運営する集会所、 

公民館、自治会館等で、地域住民が集会等のコミュニティ活動に利用す

ることができる施設をいう。 

 (2) 新築 新たに建物を建築し、又は既存の建物の全部を撤去して新たに 

建物を建築することをいう。 

(3) 建物購入 地域集会施設として使用することを目的として、一棟の建 

物の中に構造上独立区分された専有部分と、その専有部分を所有するた

めに必要な敷地利用権を併せて購入すること又は既にある建物を購入す

ることをいう。 

 (4) 増改築 既存の建物の床面積を増加させ、又は建物の一部を取り壊し 

て、新たに建築することをいう。 

 (5) 修繕 既存の建物又は設備等の一部が破損したものを修繕し、又は新

しい設備等を取り付けることをいう。 

 (6) 借地 土地の地代を支払って地域集会施設用地として専用使用するこ

とをいう。 

 (7) 借家 建物の全部又はその一部分を、家賃を支払って地域集会施設と

して専用使用することをいう。 

 (8) 用地購入 地域集会施設用地として使用することを目的として土地を

購入することをいう。 

 (9) 耐震改修 建物の耐震性能を向上させるため、梁（はり）、柱、基礎

等の主体構造部について、耐震補強を行うことをいう。 

 (10) 冷暖房設備の設置等 地域集会施設内の室内の温度管理を行うため、

壁掛け式の冷暖房設備を設置し、又は交換することをいう。 

（11）ＬＥＤ照明器具の設置等 地球温暖化対策のため、地域集会施設内の 

ＬＥＤ照明器具を設置し、又は交換することをいう。  

 



（補助対象経費） 

第３条 補助の対象とする経費（以下「補助対象経費」という。）は、地域

集会施設の建設等の事業に係る経費のうち、別表第１に定める経費とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、国、県、公共的団体等から補助金等(地域集会

施設の移転補償金を含む。)の交付を受けている場合は、前項に規定する経

費から当該補助金等の額を控除した残額を補助対象経費とする。 

（補助対象外経費） 

第４条 地域集会施設の建設等の事業に係る経費のうち、別表第２に定める

経費は対象外とする。 

（協議事項） 

第５条 補助金の交付を受けようとする自治会（以下「申請者」という。）

は、申請年度の前年度８月末日までに地域集会施設建設事業協議書を市長

に提出し、協議するものとする。  

２ 前項の規定にかかわらず、地域集会施設の機能を維持するために必要な

修繕をしようとするときは、別に協議するものとする。 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は、別表第３に定めるところによる。 

２ 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てる

ものとする。 

（交付の条件） 

第７条 補助金の交付を受けた自治会（用地購入の場合に限る。）は、登記

完了後、５年以内に地域集会施設を建築するものとする。 

２ ２以上の自治会が共有する地域集会施設については、１団体として補助

の対象とするものとする。 

（補助金交付申請） 

第８条 申請者は、補助金交付申請書に、事業計画書及び収支予算書のほか

次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。  

 (1) 新築の場合 

  ア 工事契約書の写し 

  イ 工事内訳明細書 

  ウ 土地所有者承諾書（借地の場合に限る。） 

  エ 位置図 

  オ 平面図及び立面図 

  カ 建築確認通知書の写し 

  キ 現況写真 

 (2) 建物購入の場合 

  ア 売買契約書の写し 

  イ 内訳明細書 

  ウ 位置図 



  エ 平面図及び立面図 

  オ 現況写真 

 (3) 増改築の場合  

  ア 工事契約書の写し 

  イ 工事内訳明細書 

  ウ 位置図 

  エ 平面図及び立面図 

  オ 建築確認通知書の写し 

  カ 現況写真 

 (4) 修繕（冷暖房設備及びＬＥＤ照明器具の修繕を除く。以下同じ。）の

場合  

  ア 見積書の写し  

  イ 現況写真 

 (5) 借地の場合 

  ア 賃貸借契約書の写し 

  イ 位置図 

 (6) 借家の場合 

  ア 賃貸借契約書の写し 

  イ 位置図 

 (7) 用地購入の場合 

  ア 土地売買契約書の写し 

  イ 位置図 

  ウ 公図の写し 

  エ 地積測量図 

 (8) 耐震改修の場合 

  ア 見積書の写し 

  イ 耐震診断結果報告書の写し 

  ウ 現況写真 

（9）冷暖房設備の設置等 

  ア 見積書の写し 

  イ 現況写真 

  ウ 既存の設備を交換する場合（現に故障しているものを交換する場合

を除く。）にあっては、保証書、型番等設備の設置等から10年経過し

ていることが分かる資料 

(10) ＬＥＤ照明器具の設置等 

  ア 見積書の写し 

  イ 現況写真 

  ウ 既存のＬＥＤ照明器具を交換する場合（現に故障しているものを交



換する場合を除く。）にあっては、保証書、型番等器具の設置等から

10年経過していることが分かる資料 

２ 市長は、前項の規定による申請があった場合において、内容を審査し、  

適当と認めるときは、補助金交付決定通知書により申請者に通知するもの  

とする。  

（事業の計画変更） 

第９条 補助金の交付決定を受けた申請者（以下「交付決定者」という。）

は、補助金の交付対象となる事業（以下「補助事業」という。）の計画を

変更しようとするときは、事業計画変更承認申請書に、次に掲げる書類を

添えて、市長に申請し、承認を受けなければならない。  

 (1) 変更事業計画書 

 (2) 変更収支予算書 

 (3) 事業変更後の見積書  

２ 市長は、前項の規定により申請があった場合において、審査の上、適当

と認めるときは、事業計画変更承認通知書により交付決定者に通知するも

のとする。  

（補助金の交付） 

第10条 補助金は、補助事業が建物購入、借地、借家、用地購入、冷暖房設

備の設置等及びＬＥＤ照明器具の設置等の場合にあっては当該事業の完了

前に、新築、増改築、修繕及び耐震改修の場合にあっては当該事業の完了

後に交付するものとする。この場合において、交付決定者は、請求書によ

り市長に請求しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による請求書の提出を受けたときは、速やかに補助

金を交付するものとする。 

（事業着手届及び事業完成届） 

第11条 交付決定者は、補助事業の着手後には事業着手届を、補助事業の完

了後には事業完成届を速やかに市長に提出するものとする。ただし、補助

事業が建物購入、借地、借家、用地購入、冷暖房設備の設置等及びＬＥＤ

照明器具の設置等の場合にあっては、この限りでない。 

（事業実績の報告） 

第12条 交付決定者は、市長が指定する日までに、事業実績報告書に次に掲げ

る書類を添えて、市長に報告しなければならない。  

 (1) 事業報告書 

 (2) 収支決算書 

 (3) 工事完成写真又は購入建物現況写真（新築、増改築、修繕、耐震改修、

冷暖房設備の設置等及びＬＥＤ照明器具の設置等の場合に限る。） 

 (4) 領収書の写し 

 (5) 検査済証の写し（新築及び増改築の場合に限る。） 

 (6) 土地又は建物の登記簿謄本等取得を証する書類（新築、建物購入、増



改築及び用地購入の場合に限る。） 

２ 市長は、前項の規定による事業実績の報告を受けた場合は、その内容を

審査し、必要に応じて調査等を行い、交付すべき補助金の額を確定する。

この場合において、既にその額を超える補助金を交付しているときは、期

限を定めて、その超える額について返還することを命ずるものとする。 

（保有資産処分の制限） 

第13条 補助金の交付を受けた交付決定者は、補助金交付年度の翌年度から

新築、建物購入及び用地購入の場合は10年間、増改築の場合は７年間、保

有資産となる建物、土地等の不動産を処分することができない。 

２ 市長は、補助金の交付を受けた自治会が前項の規定に違反した場合は、

補助金交付の決定を取り消し、又は変更し、既に交付した補助金の全部又

は一部を返還させることができる。 

（関係書類等の整備） 

第14条 補助金の交付を受けた交付決定者は、補助事業に係る収入及び支出

を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類

を整備保存するものとする。 

２ 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該事業の完了の日の属する市の

会計年度の翌年度から５年間（新築、建物購入及び用地購入の場合は10年

間、増改築の場合は７年間）保存するものとする。 

（自治会の法人化） 

第15条 市長は、自治会から地域集会施設の新築、建物購入又は用地購入に

係る協議の申出があったときは、当該自治会に対し、地方自治法(昭和22年

法律第67号)第260条の２に基づく認可申請を要請するものとする。 

（神社社務所等との分離） 

第16条 神社又は寺から敷地を借りて地域集会施設を新築等する場合は、地

域集会施設と社務所等を分離するものとする。この場合において、神社等

の敷地と地域集会施設の敷地を明確に区分しなければならない。 

（火災保険） 

第17条 市長は、自治会から地域集会施設の新築、建物購入又は増改築に係

る補助の申請があったときは、当該自治会に対し、火災保険の加入を要請

するものとする。 

 

   附 則 

１ この要綱は、平成20年４月１日から施行する。 

２ 厚木市地域集会施設建設費等補助金交付要綱（平成13年４月１日施行）

は、廃止する。 

   附 則 

この要綱は、平成22年４月１日から施行する。 



   附 則 

この要綱は、平成24年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成30年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成31年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

  附 則 

１ この要綱は、令和２年７月１日から施行する。 

２ この要綱による改正後の厚木市地域集会施設建設費等補助金交付要綱の 

 規定は、令和２年４月１日以後に設置等した冷暖房設備について適用する。 

３ 規則第４条第１項の規定にかかわらず、令和２年４月１日から同年６月

30日までに設置等した冷暖房設備に係る補助金の交付の申請にあっては、

補助金交付申請書に領収証の写しその他補助対象経費に含まれることを証

する資料を添えて、市長に提出するものとする。 

   附 則 

 この要綱は、令和３年９月15日から施行する。 

      附 則 

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

２ 令和４年度にこの要綱の規定によりＬＥＤ照明器具の設置を行うものに

対する第５条第１項の適用については、同項中「申請年度の前年度８月末

日まで」とあるのは、「市長が指定する日まで」とする。 

 

 

 

別表第１（第３条関係） 

補助対象経費 

(1) 建物本体工事（出入口に接するバリアフリー化の

ための傾斜路を含む。）に係る経費 

(2) 仮設工事（足場、養生、清掃片付け等）に係る経

費 

(3) 給排水設備工事（上下水道工事、配水管工事等）

に係る経費 

(4) 電気・ガス設備工事に係る経費 

(5) 衛生設備（浄化槽、トイレ、洗面台等）の工事に

係る経費（保守点検に係る経費を除く。） 

(6) 内装設備（畳、間仕切り、クロス等）に係る経費 



(7) 建物附帯設備（埋め込み型エアコン、換気扇、作

り付け下駄箱及び照明器具）に係る経費 

(8) 建物購入に係る経費 

(9) 用地購入に係る経費 

(10) 借地及び借家に係る経費 

(11) 地盤改良（基礎ぐい）に係る経費 

(12) 冷暖房設備の設置等に係る経費 

(13) 消費税 

 

別表第２（第４条関係） 

補助対象外経費 

(1) 既存の建築物の解体及び移転に係る経費 

(2) 用地造成及び擁壁に係る経費 

(3) 倉庫、物置、ブロック積み、フェンス、塀、門等

の附帯工事に係る経費 

(4) 電気機器（冷暖房機器（別表第１（7）及び（12）

に規定する設備を除く。）、洗濯機、テレビ類、掃

除機等）に係る経費 

(5) 厨房機器（冷蔵庫、食器類、ポット等）に係る経

費 

(6) 障子の張り替え、照明管の交換（器具交換工事に

伴うものを除く。）、ガラスの交換及び植栽に係る

経費 

(7) 家具（タンス、下駄箱、棚等）及び備品類（机、

椅子、座布団、寝具類、電話、傘立て、カーテン、

ブラインド、事務用品等）等に係る経費 

(8) 掲示板、自治会館名称板及び浴室設置に係る経費 

(9) 設計管理費（地質調査費、測量費、設計費等）及

び一般事務費（各種申請手数料等）に係る経費 

(10) 耐震診断に係る経費 

 

 

別表第３（第６条関係） 

補 助 の 区 分 補 助 の 割 合 等 

新     築 
補助対象経費の70％以内とし、1,500

万円を限度とする。 

建 物 購 入 
補助対象経費の50％以内とし、2,000

万円を限度とする。 

増   改   築 
補助対象経費の50％以内とし、700万

円を限度とする。 



修     繕 
補助対象経費の50％以内とし、100万

円を限度とする。 

借 地 ・ 借 家 

（借地料にあっては年額３万円以

上、借家料にあっては年額10万円

以上のものに限る。） 

補助対象経費の50％以内とし、借地

料にあっては年額50万円、借家料に

あっては年額60万円を限度とする。 

用 地 購 入 

(道路後退部分を除く。) 

補助対象経費の50％以内とし、2,000

万円を限度とする。 

耐 震 改 修 

（耐震改修を行う必要があると判

断されたものに限る。） 

補助対象経費の80％以内とし、250万

円を限度とする。 

冷暖房設備の設置等 

（既存の設備を交換する場合にあ

っては、現に故障しているもの又

は交換時点において設置から10年

以上経過しているものに限る。） 

１台当たり補助対象経費の50％以内

とし、５万円を限度とする。 

ＬＥＤ照明器具の設置等 

（既存のＬＥＤ照明器具を交換す

る場合にあっては、現に故障して

いるもの又は交換時点において設

置から10年以上経過しているもの

に限る。） 

１台当たり補助対象経費の80％以内

とし、２万円を限度とする。 

 


